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政
府
は
一
九
八
六
年
十
月
三
十
一
日
国
連
人
権
委
員
会
に
提
出
す
る
（
国
際
人
権
規
約
Ｂ
規
約
第
四
十
条
に
基

づ
く
）
第
二
回
人
権
報
告
書
の
提
出
を
延
期
し
た
。
こ
の
人
権
報
告
書
に
は
、
同
規
約
第
二
十
七
条
に
い
う
少
数

民
族
の
権
利
保
護
に
つ
い
て
の
報
告
が
含
ま
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
第
一
回
の
報
告
書
が
一
九
八
〇
年
に
提
出
さ
れ

た
際
に
は
、
第
二
十
七
条
に
関
連
し
て
「
自
己
の
文
化
を
享
有
し
、
自
己
の
宗
教
を
実
践
し
、
又
は
自
己
の
言
語

を
使
用
す
る
何
人
の
権
利
も
我
が
国
法
に
よ
り
保
障
さ
れ
て
い
る
が
、
本
規
約
に
規
定
す
る
意
味
で
の
少
数
民
族
は

我
が
国
に
存
在
し
な
い
」
と
い
う
報
告
が
行
わ
れ
た
が
、
こ
の
報
告
書
に
は
多
く
の
批
判
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。 

一 

第
二
回
の
人
権
報
告
書
（
以
下
「
人
権
報
告
書
」
と
略
す
。
）
は
い
つ
を
め
ど
に
作
成
が
進
め
ら
れ
て
い
る
の
か 

明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

今
後
予
定
さ
れ
て
い
る
第
二
回
の
人
権
報
告
書
の
内
容
に
つ
い
て
、
次
の
点
を
質
問
す
る
。 

国
際
人
権
規
約
Ｂ
規
約
に
基
づ
く
第
二
回
人
権
報
告
書
の
少
数
民
族
の
記
述
に
関
す
る
質
問
主
意 

書 

三 

 



 

四 

北
海
道
の
先
住
民
族
で
あ
る
ア
イ
ヌ
民
族
に
関
し
次
の
点
に
つ
い
て
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い

。
（

日

本

人
の
起
源
論
と
混
同
し
な
い
よ
う
留
意
さ
れ
た
い
。
） 

五 

第
百
七
回
国
会
衆
議
院
内
閣
委
員
会
（
十
月
三
十
日
）
で
、
中
平
立
外
務
省
国
際
連
合
局
長
は
、
国
連
へ
の
第

三 

報
告
書
の
作
成
の
基
本
と
な
る
次
の
点
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
考
え
か
簡
潔
に
示
さ
れ
た
い
。 

二 
人
権
報
告
書
は
Ｂ
規
約
第
二
十
七
条
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
報
告
す
る
考
え
か
そ
の
骨
子
を
示
さ
れ
た
い
。 

２ 

ア
イ
ヌ
民
族
は
先
住
民
族
で
あ
る
か
否
か
。 

２ 

日
本
に
Ｂ
規
約
第
二
十
七
条
に
い
う
権
利
を
否
定
さ
れ
て
い
る
少
数
民
族
は
存
在
す
る
か
否
か
。 

１ 

ア
イ
ヌ
民
族
は
少
数
民
族
で
あ
る
か
否
か
。 

１ 

日
本
に
少
数
民
族
は
存
在
す
る
か
否
か
。 

そ
れ
ぞ
れ
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
そ
の
理
由
を
同
時
に
併
記
さ
れ
た
い
。 

３ 

ア
イ
ヌ
民
族
は
Ｂ
規
約
第
二
十
七
条
に
い
う
権
利
を
否
定
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
。 

四 

 



 

六 

第
百
七
回
国
会
参
議
院
予
算
委
員
会
で
、
山
口
哲
夫
委
員
の
質
問
に
答
え
、
中
曽
根
総
理
は
「
こ
の
国
際
人

権
規
約
に
基
づ
く
報
告
も
い
ず
れ
来
年
ぐ
ら
い
に
は
出
す
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
か
ら
、
も
う
一
回
よ
く
検 

２ 

人
権
報
告
書
を
作
成
す
る
に
当
た
つ
て
、
政
府
は
ア
イ
ヌ
民
族
に
つ
い
て
の
独
自
の
調
査
を
行
つ
た
か
。 

１ 

人
権
報
告
書
を
作
成
す
る
に
当
た
つ
て
関
係
行
政
間
相
互
の
協
議
は
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
る
か
。
窓

口
で
あ
る
外
務
省
国
連
局
は
、
他
の
ど
の
省
庁
と
ど
の
よ
う
な
経
過
で
協
議
を
行
つ
て
き
た
か
、
明
ら
か
に

さ
れ
た
い
。 

（
行
わ
な
か
つ
た
場
合
に
は
そ
の
理
由
を
示
さ
れ
た
い
。
） 

ま
た
、
北
海
道
庁
が
一
九
八
六
年
に
作
成
し
た
「
ウ
タ
リ
実
態
調
査
報
告
書
」
を
参
考
に
し
た
か
。 

討
す
る
よ
う
に
今
政
府
内
部
に
お
い
て
専
門
家
で
研
究
し
て
も
ら
つ
て
お
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
」
と

二
回
人
権
報
告
書
の
提
出
に
つ
い
て
「
外
務
省
は
、
独
自
で
報
告
書
を
作
成
す
る
の
で
は
な
く
、
関
係
各
省
と

十
分
協
議
し
な
が
ら
行
う
も
の
で
あ
る
」
旨
を
述
べ
て
い
る
。 

五 

 



 

 

六 

述
べ
て
い
る
。 

１ 

政
府
内
に
お
け
る
専
門
家
に
よ
る
検
討
は
い
か
な
る
形
で
ど
の
よ
う
な
経
過
で
行
わ
れ
た
か
。
検
討
は
終

わ
つ
た
か
。
（
終
わ
つ
て
い
な
け
れ
ば
い
つ
終
わ
る
予
定
か
。
） 

２ 

ま
た
、
こ
の
際
、
こ
の
よ
う
な
総
理
の
趣
旨
に
沿
い
少
数
民
族
問
題
に
つ
い
て
の
総
理
直
属
あ
る
い
は
こ

れ
に
準
ず
る
専
門
家
に
よ
る
審
議
会
等
の
機
関
を
創
設
し
検
討
す
る
考
え
は
な
い
か
。 

七 

日
本
政
府
は
、
国
際
人
権
規
約
に
い
う
民
族
自
決
権
を
保
護
す
る
意
志
が
あ
る
か
。 

右
質
問
す
る
。 


